
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防 火 管 理 者 制 度 に つ い て 

多数の人が利用する防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任し、防火管

理業務を行わせる義務があります。（消防法第８条） 

防火管理者は、防火対象物の「火災による被害」を防止するために必要な安全対策を定め、防火管

理上必要な業務を行う責任者です。 

※ 防火管理者を選任せず、選任命令に従わなかった場合は、６か月以下の懲役又は５０万円以下の罰金となる場合があ

ります。（消防法第４２条） 

 

 

防火対象物の用途ごとに収容人員（従業者、居住者、利用者の数等）が一定数以上の場合に必要です。 

防火管理者には甲種と乙種の資格区分があり、防火対象物の用途・規模などにより必要な資格が異なります。  

防火対象物の用途 資 格 

６項ロ 

甲 種 ６項ロを除く特定防火対象物で３００㎡以上 

非特定防火対象物で５００㎡以上 

６項ロを除く特定防火対象物で３００㎡未満又は非特定防火対象物で５００㎡未満 乙種又は甲種 

 

 

用  途 

（消防法施行令別表第１） 

収容人員 

（以上） 

用  途 

（消防法施行令別表第１） 

収容人員 

（以上） 

１項 
イ 映画館等 

３０人 

７項 学校等 
５０人 

ロ 集会場等 ８項 図書館等 

２項 

イ キャバレー等 
９項 

イ  特殊浴場 ３０人 

ロ 遊技場等 ロ  一般浴場 

５０人 

ハ 性風俗関連特殊営業店舗等 １０項 停車場等 

二 カラオケボックス等 １１項 神社等 

３項 
イ 料理店等 

１２項 
イ  工場等 

ロ 飲食店 ロ  テレビスタジオ等 

４項 店舗等 
１３項 

イ  駐車場等 

５項 
イ 旅館等 ロ  航空機格納庫等 

ロ 共同住宅等 ５０人 １４項 倉庫 

６項 

イ 病院等 ３０人 １５項 事務所等 

ロ 自力避難困難者入所福祉施設等 １０人 
１６項 

イ  特定複合用途防火対象物 ３０人※ 

ハ 老人福祉施設、児童養護施設等 
３０人 

ロ  非特定複合用途防火対象物 
５０人 

ニ 幼稚園等 １７項 文化財 

 注１      は、特定防火対象物。それ以外は非特定防火対象物。 

注２ 同一敷地内に同一管理権原者の複数の防火対象物がある場合は、それらを１つの防火対象物とみな

し、収容人員を合算して判断します。 

※ ６項ロを含む場合は１０人以上 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

防火管理者が防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて管理権原者の指示を求め、誠実にその職

務を行わなければなりません。 

また、消防用設備等の点検及び整備又は火気の使用や取り扱いを監督するときは、火元責任者等に必要な

指示を与えなければなりません。 

その他、防火管理者が行う業務は次のとおりです。 

１ 防火対象物について消防計画の作成・届出 

２ 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施 

３ 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備 

４ 火気の使用又は取扱いに関する監督 

５ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 

６ 収容人員の管理 

７ その他防火管理上必要な業務 

   ※防火管理者が行うべき責務を実施せず、防火管理業務適正執行命令に従わなかった場合は、１年以下の懲役又は１００万円以下

の罰金となる場合があります。（消防法第４１条） 

 

 

  管理権原者は、防火管理者を選任又は解任したときは、遅滞なく管轄の消防署に届け出なければなりま

せん。 

届出様式は石巻広域消防のホームページからダウンロードすることができます。 

届出には、防火管理者の資格を証明する書面（免状等）の写しを添付してください。 

※防火管理者の選任又は解任届出を怠った者は、３０万円以下の罰金又は拘留となる場合があります。（消防法第４４条） 

 

 

 

 

防火管理者選任届出 

消防署 

消防計画作成届出 

管理権限者 
防火管理者 火元責任者等 

監督・指示 

報告 

監督・指示 

報告 

 
防火管理の体系 

事業所 


